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Ⅰ 児童虐待防止対策の充実 

 

【現状と課題】 

 核家族化や都市化の進展等により、子育て環境が大きく変化しています。 

 妊娠、出産、子育ての知恵を世代間で受け継ぐことが困難になっており、子育てする

家族、特に母親の孤立化が問題となっています。 

 これまでは、同居の家族、近隣など身近な人に支えられ子育てしてきたものが、親世

代との別居、地域の人間関係の希薄化などにより、誰にも相談できずに不安を抱える家

庭が増加しています。 

 平成 16 年の児童福祉法の改正により、市町村は、子どもに関する相談の第一義的な

窓口と位置づけられました。また、平成 19 年の改正では、市町村に対して要保護児童

に関する協議会を設置することが努力義務とされておりますが、本市では、平成 18 年

10 月に「弘前市要保護児童対策地域協議会」を設置し、福祉・保健医療・教育・警察

等の関係機関を含めた地域全体で子どもを守る支援体制を構築しています。 

 親の不安や心配、悩みが軽減され、責任とゆとりを持って子育てができるよう、気軽

に相談できる窓口、身近な話し相手等、各種子育て支援サービスを充実し、利用を促進

します。 

また、児童虐待をはじめ専門機関等の支援が必要な子ども及び保護者については、関

係機関と連携しながら適切な対応をし、乳児家庭全戸訪問事業などの実施により児童虐

待の早期発見・未然防止に取り組むことが必要です。 

 

【具体的施策】 

１ 児童虐待防止ネットワークの充実 

具体的施策 内   容 担当課 

弘前市要保護児童

対策地域協議会の

連携強化 

児童虐待をはじめとする要保護児童対策につ

いて、関係機関等が明確な責任と役割のもと連携

し適切な対応をするため、「弘前市要保護児童対

策地域協議会」の連携強化を図ります。 

また、「要保護児童対策庁内連絡会議」を開催

し、関係各課が要保護児童の保護に果たす役割を

相互に確認し連携の強化を図るとともに、要保護

児童については、「個別ケース検討会議」を随時

開催し、適切な対応に取り組みます。 

児童家庭課 

基本目標 ７  

要保護児童への対応などきめ細かな取り組みの推進 
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２ 相談活動等の充実 

 

具体的施策 内   容 担当課 

子育て支援員への

活動支援（再掲） 

子育ての不安や悩みを身近なところで軽減で

きるよう、子育てに関する相談及び支援活動等を

行う「子育て支援員」を認定・登録し、その活動

を支援します。 

 また、民生委員・児童委員、主任児童委員をは

じめ社会福祉協議会、町会連合会等関係機関の理

解を得、子育て支援員が活動しやすい環境をつく

るため、積極的な情報提供をします。 

児童家庭課 

児童館・児童センタ

ーにおける親子の

広場の開設（再掲）

家庭で子育てに当たる親たちの負担を軽減す

るため、児童館・児童センターを就学児童が利用

していない午前の時間帯に開放し、親子のふれあ

いや子育てをする親同士の交流の場を提供しま

す。 

児童館・児童センターの児童厚生員等は、地域

の子育て支援員の協力を得て、保護者の主体的な

交流を支援しながら、必要に応じて情報提供や相

談に応じます。 

 また、地域の実情を考慮しながら、児童館・児

童センターを活用した地域子育て支援センター

の設置を検討します。 

児童家庭課 

家庭児童相談の充

実（再掲） 

家庭相談員２名を配置し子どもに関する相談

に応じています。 

面接相談のほか電話相談など気軽に相談でき

る体制や安心して相談できる環境づくりにあわせ

て、相談員の資質向上、機能の充実を進めます。 

また、適切な対応ができるよう関係機関との連携

強化を図ります。 

児童家庭課 

 

地域子育て支援セ

ンターの充実（再

掲） 

地域全体で子育てを支援する基盤をつくり、地

域の子育て家庭への育児支援を行うため、保育所

（園）等を活用した子育て支援拠点施設を設置

し、育児不安等についての相談・指導、子育てサ

ークルへの支援等、総合的支援活動を実施しま

す。 

児童家庭課 
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具体的施策 内   容 担当課 

新生児訪問指導・こ

んにちは赤ちゃん

事業（乳児家庭全戸

訪問事業） 

（再掲） 

 

新生児訪問指導は、乳児の健康の確保と増進、

また育児不安の軽減、児童虐待の防止のため、新

生児を対象に助産師又は保健師が家庭を訪問し、

保健指導を実施します。 

こんにちは赤ちゃん事業は、子育ての孤立化を

防ぎ、育児不安の軽減や児童虐待の防止を図るた

め、訪問相談員が生後 4 か月を迎えるまでのすべ

ての乳児のいる家庭を訪問し、子育てに関する相

談支援や情報提供を行います。 

健康推進課 

養育支援訪問事業 

（再掲） 

 

乳児家庭全戸訪問事業などにより把握された

要支援家庭に対して、養育が適切に行われるよ

う、その居宅において養育に関する相談や、指導、

助言その他必要な支援を行う事業の実施を検討

します。 

児童家庭課 

 

 

 

 

 

 

 


